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： 令和 3 年 3 月

： 令和 7 年 11 月

： 令和 3 年度 令和 12 年度

１．事業概要

（１）

人

（２） 使　用　料　形　態　

秩父市公設地方卸売市場事業経営戦略

団 体 名 秩父市

事 業 名 市場事業

策 定 日

見 直 し

計 画 期 間 ～

事　業　形　態

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

法非適用 事 業 開 始 年 月 日 昭和47年11月1日

職 員 数
0

（一般会計職員兼務）
市 場 種 別 区 分 地方卸売市場

前 回 の 移 転
又 は 再 整 備 年 度

移転・再整備なし 次 回 再 整 備 予 定 年 度 未定

 ア　民間委託 個別の委託は実施しているが、包括的な委託は実施していない

 イ　指定管理者制度 実施していない

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ 実施していない

売 上 高 割 使 用 料 の
概 要 ・ 考 え 方

秩父市公設地方卸売市場条例により、「その月の販売価格合計額の1000分の3に相当する額」とし
ている。
ただし、卸売業者の申出により令和2年4月1日から令和8年3月31日までの間は免除している。

施 設 使 用 料 の
概 要 ・ 考 え 方

別添（秩父市公設地方卸売市場条例別表（第66条関係））を参照

使 用 料 改 定 年 月 日 令 和 3 年 9 月 1 日

広 域 化 実 施 状 況

秩父地域の３市場（秩父魚菜市場、秩父食品中央市場、皆野魚菜市場）を統合して事業開始した。

民 間 活 用 の 状 況



（３） 現在の経営状況

年度

R4

R5

R6

年度

R4

R5

R6

２．将来の事業環境

（１）

野菜 果実 水産物 肉類・鳥類・卵類 その他 合計

486 97 95 2 680

453 93 92 3 641

444 76 90 3 613

野菜 果実 水産物 肉類・鳥類・卵類 その他 合計

137 52 90 6 285

130 51 91 6 278

142 51 87 6 286

収 益 的 収 支 比 率
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載 　R4 98.08% 　R5 97.87% 　R6 98.40%

経 費 回 収 率
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載 　R4 50.06% 　R5 53.55% 　R6 53.73%

他 会 計 補 助 金 比 率
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載 　R4 0% 　R5 0% 　R6 0%

有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 率
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載 　R4 100.00% 　R5 100.00% 　R6 100.00%

企業債残高対料金収入比率
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載 　R4 0% 　R5 0% 　R6 0%

・収益的収支比率については、過去3年間、大きな変動はなかった。
・経費回収率は、50％程度で推移している。
・全ての施設が法定耐用年数を経過しており、老朽化が著しい。

取扱高（ｔ）の見通し

年間取扱高
（t）

※過去３年度
分を記載

年間税込
売上高

（百万円）
※過去３年度

分を記載

・本計画策定時、過去5か年の平均減少率は6.7%であり、その後も同程度の減少が続くと見込んだが、令和2年度から6年度までの
平均減少率は7.6％となり、予想を上回った。
・今後は、販路拡大等の取り組みを強化し、取扱高の減少率をこれまでより25%圧縮することを目標に、平均5.7%の減少を見込ん
だ。
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取扱高見通しｔ

見込み実　績



（２）

（３）

2020/4/1

（４）

３．経営の基本方針

使用料収入の見通し

施設の見通し

組織の見通し

・本市場は、地元農家の農作物の出荷先でもあり、地元商業者の買付場所でもあることから、秩父郡市内の青果・鮮魚流通の一角
を担う基幹的なインフラである。
・地元農家にとっては、委託販売と異なり価格変動リスクはあるものの、売れ残りはないというメリットがあり、出荷先の選択肢の一
つである。
・買受人にとっては、農産物等を相場で取引することができ、安心安全な食材を供給する場の一つである。
・全国公設地方卸売市場協議会災害時相互応援に関する協定に基づき、災害時の物資調達拠点としての役割も期待される。

・現在、売り上げに対する使用料を免除している。
・施設利用に対する使用料は、減額しているが、令和6年度決算で約460万円程の収入がある。これまで、施設の老朽化に伴う利用
休止などにより使用料収入は減少しており、計画策定時には年１％の減少を見込んでいたが、過去5年間の実際の減少率は年
2.3％であった。
・今後は大幅な施設の利用休止は予定していないため、減少率を年0.5％と見込んだ。

・本施設は１５棟あり、全ての建物で法定耐用年数を経過している。
・建築年から、現行の建築基準法耐震基準を満たしていないと推測される。
・現在行われている市場での取引状況から、施設規模が過大となっている。現状の規模を維持したまま行う、大規模改修や中規模
改修などは、過大投資になる恐れがある。

一般会計職員兼務
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使用料収入見通し

見込み実　績



４．投資・財政計画（収支計画）

（１） 投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

（２） 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３） 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況

①　収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

民 間 活 用 卸売業者への指定管理や包括委託の検討

投 資 の 平 準 化
今後の更新する際には、財源確保は起債し平準化する。また、状況に応じて、リースなども研究する
必要がある。

広 域 化

そ の 他 の 取 組

・主な財源は、「施設利用による使用料」と「電気料金、水道料金及び警備業務委託料に係る分担金」の２つである。
・使用料については、「２．将来の事業環境」に記したとおり。
・分担金については、協定等により電気料金9/10、水道料金1/2、警備業務委託料2/3を卸売業者が負担することになっている。 今
後、光熱水費の値上がりが想定される反面、省電力機器や節水機器などに切り替えるであろうことを考慮し、令和7年度から12年
度まで、毎年▲0.5％を見込んでいる。

・主な経費は、光熱水費及び業務委託料である。
・光熱水費については、今後値上がりが想定される反面、省電力機器や節水機器などに切り替えるであろうことを考慮すると、若干
減少すると考えられる。
・業務委託料については、人件費などの上昇に伴い増加すると考えられる。
・トータルでは、微減すると見込んでいる。



②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５．公営企業として実施する必要性など

６．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

使 用 料

企 業 債

繰 入 金

資 産 の 有 効 活 用 等 に よ る
収 入 増 加 の 取 組 敷地の有効活用は、必要であると考える。

そ の 他 の 取 組

委 託 料

管 理 運 営 費 施設の老朽化に伴い、故障や不具合などに備える必要がある。

職 員 給 与 費

そ の 他 の 取 組

事 業 の 意 義 、 提 供 す る
サービス自体の必要性

取引構造などから低廉な生鮮食品流通に寄与するとともに、生鮮食品の流通拠点となり安定供給を
図っている。

公営企業として実施する
必 要 性

少子高齢化により、生産構造の脆弱化、食料消費量の減少傾向にあるため民間の参入は厳しい。
一方で、食の安全や品質に対する関心、環境問題やコンプライアンスの徹底に対し強い要請がある
など、社会的要求が大きくなる。

経営 戦略 の事 後検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

・本計画期間の終了する令和12年度に、次の10年間を計画期間とする新たな経営戦略を策定する。
・投資計画の変更など、収支ギャップが大きくなった場合は、その都度改訂を行う。



別表（第６６条関係） 

（平２６条例４・令元条例６・一部改正、令２条例９・旧別表第１・一部改正） 

 
種別 使用料の額

 
卸売業者市場使用料 その月の販売価格合計額の1000分の3に相当する額

 
卸売業者卸売場使用料 1平方メートルにつき月額100円

 
冷蔵庫（バナナ加工発電施設を

含む。）使用料

1平方メートルにつき月額620円

 
倉庫使用料 1平方メートルにつき月額100円

 
事務所使用料 1平方メートルにつき月額360円

 
荷受所（休憩所を含む。）使用

料

1平方メートルにつき月額150円

 
守衛所使用料 1平方メートルにつき月額520円

 
関連商品売場使用料 1平方メートルにつき月額310円

 
関連事業者店舗使用料 1平方メートルにつき月額310円

 
空地使用料 1平方メートルにつき月額10円

 
給油所土地使用料 1平方メートルにつき月額60円

 
備考 

1　使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。 

2　使用期間が1月に満たない場合における使用料は、日割計算により算定する。 

3　使用料の日割計算の方法は、月額使用料にその月における使用日数を乗じて30日をもって除する。 

4　使用面積が1平方メートルに満たないとき、又は使用面積に1平方メートル未満の端数があるとき

は、これを1平方メートルとして計算する。



（単位：千円，％）

年　　　　　　度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ）
決 算
見 込

1 (A) 10,614 10,323 10,147 9,661 9,758 8,238 8,447 8,405 8,363 8,321 8,279 8,238 8,197

（１） (B) 10,614 10,323 10,147 9,661 9,758 8,238 8,447 8,405 8,363 8,321 8,279 8,238 8,197

ア 5,351 5,230 5,473 5,130 4,980 4,507 4,612 4,589 4,566 4,543 4,520 4,498 4,475

イ (C)

ウ 5,263 5,093 4,674 4,531 4,778 3,731 3,835 3,816 3,797 3,778 3,759 3,740 3,721

（２） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ア

イ

２ (D) 9,431 15,382 9,337 9,404 9,949 8,417 8,584 8,541 8,498 8,456 8,414 8,372 8,330

（１） 9,431 15,382 9,337 9,404 9,949 8,417 8,584 8,541 8,498 8,456 8,414 8,372 8,330

ア

イ 9,431 15,382 9,337 9,404 9,949 8,417 8,584 8,541 8,498 8,456 8,414 8,372 8,330

（２） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ア

イ

３ (E) 1,183 △ 5,059 810 257 △ 191 △ 179 △ 137 △ 136 △ 136 △ 135 △ 134 △ 134 △ 133

1 (F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

２ (G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（１）

（２） (H)

（３）

（４）

（５）

３ (I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

う ち 資 本 費 平 準 化 債 分

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

そ の 他

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

うち資本費平準化債償還金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

収 支 差 引 (F)-(G)

R8 R9 R10 R11 R12

収
　
益
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

収
益
的
支
出

資
　
本
　
的
　
収
　
支

資
本
的
収
入

資
本
的
支
出



(J) 1,183 △ 5,059 810 257 △ 191 △ 179 △ 137 △ 136 △ 136 △ 135 △ 134 △ 134 △ 133

(K)

(L) 21,439 22,622 17,563 18,373 18,630 18,439 18,260 18,123 17,987 17,851 17,716 17,582 17,448

(M)

(N) 22,622 17,563 18,373 18,630 18,439 18,260 18,123 17,987 17,851 17,716 17,582 17,448 17,315

(O)

(P) 22,622 17,563 18,373 18,630 18,439 18,260 18,123 17,987 17,851 17,716 17,582 17,448 17,315

(Q)
(Q)

(B)-(C)
(A)

(D)+(H)

(S) 10,614 10,323 10,147 9,661 9,758 8,238 8,447 8,405 8,363 8,321 8,279 8,238 8,197

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（T)

(U)

(V)

(W)

(X)

○他会計繰入金 （単位：千円）（単位：千円）

年　　　　　度 h30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ）
決 算
見 込

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額
健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

地 方 債 残 高

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金
合 計

赤 字 比 率 （ ×100 ）

収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ） 112.54 67.11 108.68 102.73 98.08 97.87 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40

地方財政法施行令第16条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

(R)

R8 R9 R10 R11 R12


